
「日本在宅医療連合学会 第 4 回地域フォーラムにおける企業展示」 

京都府・京 MED ブース 出展募集要項 

 

１．事業概要 

  京都府及び（公財）京都産業２１では、京都で開催される「日本在宅医療連合学会 第 4 回地域フォー 

ラム」にて、京都府・京 MED ブースを設置し、医療・介護業界への参入・販路拡大や用途開発、連携を 

希望される事業者のビジネス創出や事業推進を支援します。 

 ※京 MED(キョウメド)チームとは、2021 年 10 月に京都産業 21 が新設した医療介護業界への参入・ 

販路拡大を目指す府内企業とそれをサポートする方で構成するチーム。（90 社弱が入会） 

 

２．展示（フォーラム）概要 

 （１）名  称：日本在宅医療連合学会 第 4 回地域フォーラム 

 （２）会  期：２０２２年１０月２３日（日）９:３０～１５:００ 

         （フォーラムは、１０月２２日～２３日の開催） 

 （３）展示会場：京都府立京都学・歴彩館 1 階小ホール周辺  (京都市左京区下鴨半木町 1-29) 

 （フォーラムは、京都府立京都学・歴彩館、稲盛記念会館で開催） 

 （４）主  催：一般社団法人日本在宅医療連合学会 近畿支部 ※出展事務局は最下段に記載。 

 （５）来場者層：医師、歯科医師、薬剤師、看護師、メディカルスタッフ、研修医、医療機器メーカー、 

製薬会社、行政、一般市民、学生等。 

※展示会と比較し、医療現場従事者の来場が多いことが特徴。 

 （６）来場者数：８００人を想定。 ※第 1 回リアル開催時(札幌)は 1,000 人超。第 2,3 回は WEB 開催。 

 （７）テ ー マ：「共生・協生・京生」 ～真の地域包括ケアを目指した地域に開かれた医療・介護～ 

 （８）開催趣旨：コロナ禍において、医療・介護の現場では入院患者、施設利用者だけではなく、 

地域で生活している高齢者、障がい者の他、医療・介護従事者までもが一部社 

会から乖離、分断される事態となり、地域包括ケアの理念のもとに各地で進め 

られている地域づくりに大きな影を落としている状況は社会課題の 1 つである。 

当フォーラムは一般社会からは内向きに見られがちな医療・介護の業界が社 

         会との積極的な交流を通じて新たな地域包括ケア、真の多様性社会の実現をめ 

ざし企画。今年度開催テーマは年齢、疾患、障がいなどの有無にかかわらず一 

人一人が互いに支えあい、立場の違う多くの団体、グループが力を合わせ、そ 

れぞれの人生を謳歌できる地域を作っていくという理念を込めている。 

 

３．出展対象事業者 

 （１）企 業 数：２０社程度 

 （２）応募資格 

・府内に本社又は主な事業所を有する事業者。 

    ・医療・介護業界への参入・販路拡大や用途開発、連携を希望する事業者。 

※自社製品やサービスを保有の有無は問いません。医療・介護現場において、自社のシーズや 

技術が思いもよらない用途で使われるケースもありますので、果敢にチャレンジください。 

    ・府税に滞納の無いこと。 

    ・反社会勢力でなく、これらの勢力と一切関係が無いこと。 

 

４．参加費用 

   ・中小企業者（個人事業主含む）※1、特定非営利法人：１０,０００円（税込）（事業者負担分） 

   ・大企業：４０,０００円（税込）（事業者負担分） 

   ※1 『中小企業者』とは「出資金又は出資額」又は「常時使用する従業員数」のいずれかが、下表 

     に定められた業種毎の値を下回る事業者を指します。上回る場合は『大企業』に該当します。 

業種 
資本金又は 
出資額の総額 

常時使用する 
従業員数 

製造業・その他の職種 ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

小売業 ５,０００万円以下 ５０人以下 

サービス業 ５,０００万円以下 １００人以下 



【参加費用に含まれる基本備品】 

・展示スペース：間口 0.9m 

・長机：W900×D450×H700mm（仮） 

  ・バックパネル：W900×H1,800mm 

・社名版 

※電源はありません。 

 

５．出展企業の負担 

   上記以外の経費     

【出展企業の負担経費例】 

  ・出展物の梱包費用および出展物輸送に掛かる経費 

  ・出展者の交通費および宿泊費、人件費 

・出展者が用意するポスター、パンフレット等の作成費用 

 

６．申込方法 

 出展を希望する企業は、京都産業２１ホームページより「出展申込書」をダウンロードの上、 

必要事項を記載し、電子メールによりお申し込みください。 

〔申込期限〕２０２２年８月２３日（火）１７時必着 

〔申 込 先〕（公財）京都産業２１ 市場開拓支援部   e-mail：life@ki21.jp 

〔出展条件〕次の条件のいずれにも該当する企業 

 ・出展内容が３（２）の応募資格に適合していること 

 ・出展期間中、出展物の説明や商談ができるスタッフを１名以上常駐させること。また、準備 

並びにフォローアップを行う担当者がいること 

 ・京都府および京都産業 21、主催者が成果把握等のため実施するアンケートに回答すること 

 ※出展者の展示会場におけるブース配置は、主催者により決定される。 

 ※申込者には京都産業 21 が運営する、医療介護関連チーム『京 MED（キョウメド）』の案内 

  を送付させていただく可能性があることをご容赦ください。 

  

７．出展企業の決定 

  出展企業は下記の基準に基づき、京都府、（公財）京都産業２１事務局による書類審査によ 

り決定 

    ＜書類審査基準＞ 

    （１）出展する製品・技術・サービス等が、医療介護市場等で優位性があると認められること 

    （２）出展内容が２（８）の開催趣旨にある社会課題解決に貢献する要因も含んでいること 

    （３）医療介護市場とのネットワークや展示会出展後のフォローアップ体制が整っていること 

     ・書類審査結果は、書類審査の採否のみ通知 

 

８．出展規約 

    （１）出展企業の決定と出展契約成立日（以下、「契約日」という。） 

      出展申込みの受領後、出展事務局（最下段記載）による書面審査にて決定します。書面審 

査後、選考結果（採択通知）を送付した日を「契約日」とします。 

    （２）出展料金の請求と支払 

      出展事務局は採択通知と併せて、申込者に出展料金を請求します。申込者は定められた期 

限までに指定の口座に振り込むこととします。 

（３）出展決定後の解約（キャンセル） 

      契約後、やむを得ずキャンセルされる場合、申込者は書面にて出展事務局に通知するもの 

とします。契約日後、申込者都合でキャンセルする場合、出展料金は返金いたしません。 

    （４）出展物等の設置及び撤去 

     ・出展小間内における各社出展物の展示・据付・撤去業務は出展企業に行っていただきます。 

     ・現地での盗難等についての責任は負いかねますので、ご了承ください。 

    （５）展示会の延期・中止 

     ・天災・人災などの災害や感染症等の不可抗力により、主催者や（主催者が中止の判断をし 

ない場合でも）出展事務局の判断により中止や延期となる場合があります。 
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     ・主催者や出展事務局の判断で展示会が中止または延期となった場合においても、本展示会 

への参加のために申込者が支出した費用や本展示会の中止または延期に起因、関連する一 

切の損害については、出展事務局はこれを負担しません。 

ただし、既に納入済みの出展料金については全額返還します。 

 

９．問い合わせ先・出展事務局 

    （公財）京都産業２１ 市場開拓支援部 周藤（ｽﾄｳ）・大阪・酒井 

TEL：075-315-8563      e-mail：life@ki21.jp  

 

京都府 商工労働観光部ものづくり振興課 石飛 ※メールは以下２つの宛先へ送付願います。 

TEL：075-414-4853      e-mail：monozukuri@pref.kyoto.lg.jp 

                e-mail：s-ishitobi58@pref.kyoto.lg.jp 
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